
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ お子さまが日常よくかかる疾患 

  

・ 慢性疾患 

  

・ 感染症 

  

その他、医師が利用基準に該当すると 

判断した病気や病状。 

 

保育室の利用状況や病気の種類等に

よっては、定員に満たない場合でもお

預かりできない場合があります。 

定員 ６名

利用時間

平日(月～金) 8：00～18：00 
土曜日       8：00～12：30 
 
土曜日（午後）、日曜日、祝日、盆（8/15） 
年末年始（12/29～1/3）は 
お休みです。 
 

・ご利用は原則前日予約制です。 

・電話予約も利用時間内にお願い 

します。 

市内在住の生後６か月から 

小学校６年生までのお子さま 

（※市外在住でも条件を満たす方は利用 

できる場合があります） 
 
・病気のため、集団生活が困難なお子さま 

・保護者の就労等の理由により、家庭で 

の保育・看護が困難なお子さま 

対象児童 利用料金

利用料 (食事、おやつ代を含む) 

１人１日  2,000円 

（土曜日は、1,000円） 

※減免制度 

生活保護世帯 ・ひとり親世帯は、無料 

市民税非課税世帯は、半額 
 
別途、送迎タクシー、おむつ等を使用した
場合は実費が必要です。 

【利用予約】 ※2019 年 4 月 1 日～ 

〒７９６－０００１ 

八幡浜市向灘３０６３番地 

（白浜小学校東校舎１階） 

TEL：０８９４－２１－２８５３ 

FAX：０８９４－２１－２８５４ 

保 育 ・ 看 護 
保護者の方のお迎えを待ちます。 

保護者が保育所等へお迎え 

保護者がお子さまを連れて 
かかりつけ医を受診 

「病児保育施設」へ☎予約 

病児保育施設

「病児保育施設」へ連絡 
送迎利用を伝える 

通常利用 送迎利用 

「病児保育施設」職員がお子さま
を連れて協力医療機関を受診 

「病児保育施設」職員が受診結果
を保護者に連絡 

事 前 に 利 用 登 録 
 

登録方法

子育て支援課（市役所八幡浜庁舎 

１階）でいつでも登録可能です。 

※ＴＥＬ:２１－０４０２ 

〔登録に必要なもの〕 

・印鑑 ・予防接種履歴が分かるもの 

・母子健康手帳 ・健康保険証 

※利用料の減免を受ける場合は減免事由を

証明するもの 

※申請書は市ホームページからもダウンロー

ドできます。 

 
利用可能な病気

八幡浜市病児・病後児保育施設のご案内 

【病児・病後児保育施設の位置】 

ご利用にあたっては事前登録が必要です。（現在受付中） 
～2019年 4月 1日からご利用できます～ 

。 


